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第 1 節 本願発明の認定 
 

1. 概要 

 
発明の特許要件(「第 III 部 特許要件」参照)についての判断をする前提とし

て、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業

を発明の認定という。 
 

2. 本願発明の認定 

 

審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この

認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考

慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。 

また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び

図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。 
 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」とい

う。)について補正がされている場合は、審査官は、補正の内容についても、十

分に理解する。 
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